
第 6章

人口の管理という国家形成の課題
―コートジボワールの和平プロセスにおける有権者登録の事例から―

佐 藤　章

はじめに

　選挙の実施が紛争からの脱却を画する重要な目標であることは言を俟たな

い。1990年代の紛争の多発を背景に，選挙の実施を含む平和構築の実現に向

けた取組みは試行錯誤を繰り返してきたが，その教訓を受け，近年では，そ

の国の実情に照らして中長期的な政治的安定が実現されるような選挙のあり

方や民主主義のしくみを制度面で整備する必要性が認識されるようになった

（Jarstad and Sisk eds.［2008］）。また，公正な選挙の実施と，選挙後の不安定

化を抑止するうえで，治安部門改革（Security Sector Reform: SSR）の持つ重

要性も強調されるようになっている（Anderson et al. eds.［2007］）。このよう

な近年の研究動向は，「銃弾から投票へ」（from bullet to ballot）の移行におい

て国家のあり方が持つ核心的な重要性が広く認識されるようになったことを

示している。このような研究状況を踏まえ，紛争と国家形成という本書での

分析視点に則りながら，国家にかかわるいかなる問題性が選挙の実施を妨げ，

ひいては紛争状態の長期化をもたらしたのかを，コートジボワール紛争を事

例として考察するのが本章の狙いである。

　2002年 9月に勃発したコートジボワール紛争では，勃発から 4カ月後の

2003年 1月に最初の包括的和平合意が成立し，軍事的衝突も実質的に終息し
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たにもかかわらず，大統領選挙が実施されたのは，和平合意から実に 7年 9

カ月を経た2010年10月になってのことである。選挙プロセスがこれほどの長

期間を要することとなった最大の要因は有権者登録の難航にあった。このよ

うな難航は，国民としてのステータスを証明する公的な個別同定制度の不備

と，この不備をめぐって展開された民族差別と関連した政治対立を背景とし

て生じたものである。

　「銃弾から投票へ」の移行における国家の問題という関心に照らして，コ

ートジボワールの事例は選挙実施に先立つ段階で問題が噴出した点でまれな

ケースである。紛争勃発から選挙の実施までに長期間を要した事例はほかに

もあるが，たいがいの場合は，戦闘や混乱が直前まで継続していたり（たと

えばコンゴ民主共和国），一方の軍事的勝利によって紛争が終結していたり

（たとえばルワンダ）といった，紛争の実態面に由来しており，国家にかかわ

る問題が大きく介在した例はあまり聞かれない。また，事例がまれであるこ

とから，選挙に先立つ段階で浮上する国家をめぐる問題についての研究はあ

まりなされていない。近年の議論の焦点も，選挙「後」の国家建設にかかわ

る問題に主に置かれている。この意味で，コートジボワールの事例は，「銃

弾から投票へ」の移行における国家の問題に関して，これまであまり扱われ

てこなかった側面を照らし出すものと考えられる。

　コートジボワールにおける有権者登録をめぐる問題の核心にある，国民の

個別同定制度の不備と民族差別の問題はともに近代国民国家としての確立を

目指す過程で解決が図られるべき，国家建設上の課題として位置づけられう

る。同時にいずれの問題とも，この国がたどってきた歴史の具体的経緯が反

映された，国家形成上の問題としても立ち現れている。すなわち，コートジ

ボワールの有権者登録をめぐる問題は，この国固有の国家形成のあり方と紛

争の接点に位置しているのである。

　このような認識に立って，国民の個別同定制度と民族差別という 2つの領

域に着目しながら，引き延ばされた紛争期の核心を構成する有権者登録の難

航を，国家形成上の問題として再構成し直すことが本章の目的である。国民
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の個別同定制度は，紛争との関連性についても，アフリカ・中東地域の現代

政治分析における記述概念としても，これまでに十分に適用されてきてはい

ない。このためまず第 1節で先行研究を整理しながらこの領域の持つ研究上

の意義を確認し，コートジボワールの有権者登録の問題との関係も示す。

　もうひとつの着目点である民族差別については，多民族国家でありかつア

フリカ有数の移民受入れ国であるコートジボワールの独立以来の重要課題と

して，研究者の間ではすでに広く共有されている。第 2節では独立以来のコ

ートジボワール社会の多元性をめぐる問題を整理し，同国における民族問題

の基本構図について述べる。

　民主化（1990年）と初代大統領ウフエ＝ボワニ（Félix Houphouët-Boigny，以

下ウフエ）の死（1993年）を経た新しい環境のもとで，1990年代半ばから激

化した政党間対立は競合する政治家・政党に対する民族差別をともなって展

開され，そこでは出生証明や有権者登録といった個別同定にかかわる諸制度

が大々的に「活用」された。第 3節ではこの過程を詳細に跡づけ，この問題

の解決が和平プロセスの最重要課題となったことを確認する。そして第 4節

では和平プロセスにおける有権者登録の過程を具体的に検討し，その難航が，

個別同定にかかわる深刻な技術的不備と，その解決策をめぐって繰り返し展

開された政党間対立の産物であることを示したい。

　本章では，先ほど述べた通り，選挙「前」に顕在化した国家をめぐる問題

である点で，コートジボワールの事例には紹介すべき独自性があるとの考え

に立つ。このため，第 3節，第 4節では事例の説明に力点を置いた記述とし

た。この興味深い事例から得られる理論的な知見については別途節を立て第

5節で整理する。結論では，紛争と国家形成という観点から出発した本章の

考察を踏まえ，近年の紛争解決の議論で盛んに用いられる国家建設という視

点について批判的な見地からの指摘を行う。

　なお，本章は，有権者登録をめぐる困難な状況に分析の焦点を当てるとい

う観点に立ち，選挙実施の機運がそれまでになく高まりながら，結局選挙が

延期されることになった2010年 2月までの時期を主な検討対象とする⑴。
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第 1節　国民の個別同定制度をめぐる問題

　近代国家の運営にとって人口（population）の管理はもっとも重要な技術的

基盤のひとつであることが1970年代末になされたフーコーの問題提起を通し

て広く認識されるようになった（フーコー［2000］）。ここで言う人口の管理

とは，センサスに代表される人口数の把握と，個々の国民・住民の同一性の

証明と各種ステータスの確認という両面からなる。人口の管理政策は進展度

そのものが行政の近代化の指標であると同時に，管理情報に依拠するあらゆ

る政策（端的には徴税，徴兵，公共投資計画の策定など）の成否に直結する近

代国家の基本的インフラである。

　人口の管理に着目する視点は，アフリカ・中東などの発展途上諸国に関す

る現代政治研究ではまだそれほどなじみがないものだが，主に西欧諸国を対

象にした歴史研究においてとりわけ1980年代後半頃から急速に研究が蓄積さ

れている。代表的な業績としては，現代フランスにおける移民管理の問題を

扱った Noiriel［1988］，フランス革命以後のヨーロッパにおけるパスポート

の誕生過程を扱った Torpey［2000］（トーピー［2008］）が挙げられる。また，

近代国家の実践という観点からの個別同定の問題に関する比較研究も試みら

れている（Caplan and Torpey eds.［2001］）。

　近年の研究をリードする一人であるトーピーは「監視や人口（略）への強

い関心の一方で，フーコーによるこれらの問題の考察は個別同定の技術の細

部に関する議論を欠いている」（Torpey［2000: 5］）との認識に立ち，技術の

細部に立ち入った歴史的再構成の必要性を主張している。すなわち，今日の

研究課題は，フーコーの問題提起を踏まえて，実際に用いられた人口の管理

に関する技術の細部に立ち入って歴史的再構成を行うところに来ている。こ

のような研究動向に端的に見られるように，人口の管理政策のありように関

する研究は近代国家としての国家形成過程を実証的に描き出す好適なアプロ

ーチとして近年盛んに追求されている現状がある⑵。
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　これらの議論をコートジボワールの有権者登録をめぐる問題に適用するう

えで鍵となるのが，トーピーがフーコーを援用するかたちで提示している

「行政上の国民」という概念である。トーピーは次のように述べる。

　「国家の側からみると，そのもっとも根本的な業務を実行するのに，個

人の唯一の身元をどうしても明確に確認する必要が生まれた。個人の烙印

の検査，すなわち，近代的な身元確認のあらゆるシステムの心臓部にある

本質的な形式は，『個人を監視の領域におき，（そして，また）文書のネッ

トワークのなかに位置づける。つまりそれは，個人を捕捉して，固定する

膨大な書類のなかに，個人を引き込むのである』。このように，個々人が

『身分証明』としてもつ書類は，移動や経済的取引，家族関係，病歴，そ

の他多くのものを記録した文書の全体系に対応している。つまり，権力と

知識の格子に対応しているのだ。その格子のなかで，個人は，国家の行政

上の国民として，整理されて，構成されるのである」（トーピー［2008: 27- 

28］⑶）。

　この引用は，諸手続きを通して国家との関係性において「行政上の国民」

が立ち現れることと，この「行政上の国民」が文書の体系のなかで構成され

ることを示している。国家は統治下にある国民について，氏名，生年月日，

両親に関する情報，婚姻関係，住所，身体的特徴（顔写真や指紋はその代表的

なものである）などの公的な登録情報を有しているが，「行政上の国民」はこ

れらの登録情報が相互に関連づけられた「関連書類一式」として個別化され

る⑷。生身の人間は「関連書類一式」に対応する個別番号やそれを記載した

証明書の保持者であることによってのみ国家に対して個別同定性を証明でき

るというわけである。

　コートジボワールにおける有権者登録制度は「行政上の国民」が立ち現れ

る過程のまさしく典型である。コートジボワールの選挙法では満18歳以上の

国籍保有者が有権者たる資格を有するが，投票権を行使するには有権者登録
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が必要である。有権者登録は居住地のある選挙区に対して行い，登録後に交

付される有権者証（carte d’électeur）が投票所での本人確認書類となる。有権

者登録には身元証明書類として国民証（carte nationale d’identité）が必要だが，

国民証はあらかじめ役場で発行された出生証明書と国籍証明書を添えて申

請・取得しておかねばならない⑸。また，出生証明書の交付を受ける前提と

して出生届が出されてある―当地の正確な呼称では「民籍登記」（registre 

d’état civil）がしてある―必要があることはもちろんである。

　整理すると，コートジボワールにおいて投票権を行使するには，事前に，

①民籍登記→②出生証明書（＋国籍証明書）→③国民証→④有権者登録→⑤

有権者証の交付という 5段階の手続きが満たされていなければならない。こ

のような多段階にわたる登録を通して相互に関連づけられた「関連書類一

式」ができあがることで現実に投票権を行使しうる有権者が「誕生」するの

である。

　有権者登録における個別同定は「一人一票」の原則に立つ民主的選挙の質

の確保に直接かかわるだけに手続きの厳格さが要請されることは理解できる。

他方で，このような多段階の手続きが，コートジボワールの行政当局の事務

能力と住民側の行政活動に対する認知度の双方に照らしてかなり要求水準が

高いことも間違いない。以上の制度が最初に導入された，民主化後第 2回目

となる1995年の選挙に際しては有権者登録のあり方が重要な政治的争点とし

て早くも浮上している⑹。そして，そこではコートジボワール紛争の和平プ

ロセスにも共通して見られる問題が明確に現れているのである。

　まず，経緯を確認しておくと，ウフエの死後，1993年12月に大統領に就任

した H・コナン・ベディエ（Henri Konan Bédié，以下ベディエ）が翌1994年12

月に制定した新選挙法をめぐって与野党が激しく対立し，有権者登録の開始

が大幅に遅れ，投票に間に合わない懸念が出てきた⑺。このため政府は有権

者名簿を簡便に作成するという理由づけによって，行政当局が有する名簿

（民籍登記簿と納税者台帳）をもとに有権者名簿を作成し，そこに掲載されて

いる者だけに有権者証を配付して選挙を強行しようとした。これに対し野党
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は，政府が一方的に作成した有権者証には誤った記載内容のものが数多くあ

ることや，「官製名簿」が人口の流動性の激しい都市住民を十分にカバーし

ていないといった問題点を指摘し，投票権を行使できない国民が多数発生す

ることを懸念して法が定める通りの手続きの実施（この場合，前記①～⑤のう

ち④と⑤）を求めた⑻。

　投票直前まで続いた折衝を経て政府側が譲歩し，「官製名簿」に掲載され

ていない者を対象とした追加的な有権者登録が実施されることとなった⑼。

ただし，有権者証を作製・配付する時間的余裕がないため，追加分の登録者

に関しては有権者登録時に交付される「登録済み書面」（attestation）をもっ

て投票所での本人確認書類とする暫定措置がとられることとなった。しかし，

投票当日には追加登録分の有権者名簿が投票所に届いておらず，「登録済み

書面」を所持しながら投票が許可されないという事態が多数発生するなど混

乱があった。

　この1995年の事件からは 2つの問題が浮かび上がる。まず，国民の個別同

定にかかわる各種登録が信頼に足る技術的基盤のもとで管理されてこなかっ

たこと，すなわち深刻な技術的不備の存在である。それは具体的には，①正

規の有権者登録手続きが，潜在的な有権者が置かれた居住実態を反映した実

際的なものになっていない，②政府が代替的なデータベースとして採用した

民籍登記簿と納税者台帳が実際の人口を広くカバーしていない，③転記事務

に誤りがある，④暫定措置の実効性にむらがある，といったかたちで現れて

いた。「関連書類一式」としての有権者が十全に「誕生」するような事務が

貫徹されていなかったことが明らかである。

　1995年の事件から浮かび上がるもうひとつ重要な点は，この事件が単に人

口の管理技術の不備にのみ由来するのではなく政治的介入とも深く結びつい

て発生したことである。そもそも国家による人口の管理は各種予算や公選職

の配分などにかかわる行政上の基礎作業であるため，資源配分をめぐる政治

と深く結びつきやすい（Curtis［2006］）。1995年の「官製名簿」は，農村部

から都市に流入した貧困層を排除する強いバイアスを有していたが，これは
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野党支持者の比率が高い貧困層の登録率を高めることにインセンティブを持

たない与党側の利害状況を率直に反映したものだった（逆に野党側は登録率

を高めることに強いインセンティブを有する）。すなわち，1995年の事件はコー

トジボワールにおける人口の管理技術の不備を所与条件として展開された政

党間交渉としての性格も持つ。技術的不備は，そこにかかわる政治勢力間の

利害状況に差異がある時に政治問題化するわけである。

　そして，ここに見られる技術的不備と政党間対立は2002年以降の紛争の和

平プロセスにおける有権者登録の難航にも共通して見られることとなる。

第 2節　コートジボワール社会の多元性をめぐる問題

　次に本節では，有権者登録の難航を理解する際のもうひとつの大きな背景

である民族差別の問題を整理したい。民族差別の背景となる多元性は，コー

トジボワールの場合，画定された領土内で当初から存在した民族的多元性と，

周辺地域から流入した移民に由来する多元性からなる。コートジボワールの

国境は歴史的な民族分布を無視して植民地期に設定されたものであり，大量

の移民流入も植民地期に起源を持つモノカルチャー経済に主に由来するもの

である。この意味で，コートジボワール社会の多元性とはポスト植民地国家

としてのこの国の国家形成の端的な現れなのである。

　まず，当初からの民族的多元性に関して言えば，植民地期から独立直後に

かけて実施された人口調査にもとづき，60あまりの民族（ethnie）が存在す

るというのが一般的な理解である⑽。コートジボワールの文脈において民族

とは実態的には言語集団に相当する範疇である。これら60あまりの民族は言

語の系統関係から，アカン，クル，南マンデ，マンデ，ヴォルタという 5つ

の語族に分類されている。この 5大分類は一般的にも広く知られており，公

式統計でもこの水準に着目して人口の概要が記述されることが多い（例とし

て，RCI MEF［2007: 14］）。
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　社会的・政治的な意味合いを勘案した亀裂という観点から言えば，コート

ジボワールにおける民族間関係は地域間関係とほぼ相関するかたちで浮上す

ることが多い。この地域間関係とは，具体的には植民地期以来の社会経済的

な開発で先行した南東部，やや立ち後れた南西部，換金作物などの産業に恵

まれなかった北部という 3分割で理解されるものである。この 3地域は，主

要民族で言えば，南東部がバウレ，アニ（ともにアカン語系），南西部がベテ

（クル語系），ダン（南マンデ語系），北部がマリンケ（マンデ語系），セヌフォ

（ヴォルタ語系）が布置するものと社会的に広く理解されている。

　民族間関係は植民地期から政治と深くかかわってきた。コートジボワールに

おける独立運動は，最終的に，南部のコーヒー・ココア農民を中核勢力として

結成されたコートジボワール民主党（Parti démocratique de Côte d’Ivoire: PDCI）

のもとに糾合され（1959年）⑾，PDCIのもとで事実上の一党制国家として独

立を迎えた（1960年）。ここに至る過程は，植民地政府の支持を得た PDCIが

特定の民族（ないし地域）に基盤を置くエリートを取り込むことによって実

現されたものであったが，それは必ずしも地域間対立の解消をともなうもの

ではなかった（佐藤［2001］）。このことは，糾合の旗頭であった PDCIのリ

ーダーであり，初代大統領にも就任したウフエの次の演説からもうかがい知

ることができる。

　「繰り返し指摘されている通り，最近独立を達成したアフリカの国々は，

国家（états）になったのであり，国民（nations）になったのではない。［中

略］コートジボワール国家は存在している。日々機構を整え，国際的な物

事に関して無視できない役割を果たしている。国境の内側では国民が少し

ずつ建設されている。この壮大な事業は何世代にもわたる地道な労苦の果

てにようやくなし遂げうるものであり，度のすぎた個別主義や時代錯誤の

部族主義を乗り越えることによってのみ可能となる。理想と利害をともに

するひとつの共同体に属しているという意識を持つこと。何よりもまずイ

ボワール人であると意識すること。党と政府が指し示す枠組みのなかに自
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らの努力を差し出すこと。これこそが男女を問わずわれわれすべてにとっ

ての崇高なる野望である」。―1966年 8月 5日のウフエによる国民向け

メッセージの一部⑿

この演説がなされた1966年は，独立を挟んで断続的に行われた党内左派勢力

の粛清が完了し，ウフエの政権基盤が確立された時期にあたる。そのことを

念頭に置くと，この演説において注目すべきは，国民の「建設」という「崇

高なる野望」への献身を呼びかけた箇所よりもむしろ，イデオロギー闘争に

代わる次なる脅威の所在をウフエがさりげなく吐露した「度のすぎた個別主

義や時代錯誤の部族主義」への言及である。こののち，1969年には東部国境

地帯で，1970年には中西部において，相次いで分離主義的な性格を持つ運動

が起こったとき，政府は軍・警察の投入という強制的手段によって速やかに

鎮圧を図った。1969年の事件での逮捕者は600人，1970年の事件では一説に

は鎮圧過程で数千人の死者が出たと言われる（Dozon［1985: 345］，Kipré

［2005: 212］）。このような暴力性は政府の強い危機感を端的に示すものであり，

コートジボワールにおける民族問題の深刻さを物語っている。

　1970年の事件の後は民族的性格を帯びた目立った政治運動は顕在化せず，

コートジボワールはアフリカにおける「安定と発展の代名詞」と一般に呼び

称される安定を享受する。この時期にウフエは民族バランスに留意した閣僚

登用を行っているが，その手法は当時から一般に「地政学」（géopolitique）

と呼び称されてきた。この呼称には民族間・地域間対立を先鋭化させないと

いうウフエの姿勢が看取される。また，この時期には経済後進地域において

採算を度外視した大規模な公共投資も行われているが，これもまた地域間関

係，民族間関係を意識した分配政策と考えると理解しやすい⒀。

　しかしながら，このような施策も民族問題の根本的解決には至らなかった

ようである。上記の演説から20年あまりを経た1989年にウフエは次のように

考えを述べている。
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　「われわれが植民者から継承したのは，「国家」（Etat）であって，「国民」

（nation）ではない。国民形成には長い年月を要する。国民統合は10年や20

年で実現できるものではない。フランスはそこに到達するまでに数世紀を

要した。われわれの場合は彼らより早く実現できるであろうと私は思う。

しかしながら，一人のバウレ人が自分をバウレ人と見なす前にイボワール

人であると意識するまでには，今日まだ至っていない。それはほかの60の

民族についても同様である」―1989年 9月の大対話集会（Grand dia-

logue）でのウフエの発言⒁。

補足しておけば，この発言は，折しも民主化運動が高揚しつつあった当時の

状況下で，複数政党制への移行を時期尚早として拒否する政治的メッセージ

を含んだものである。また，民族論としては本質主義的な発想に立ったもの

でもある。しかしながら，表現のニュアンスを捨象すれば，翌1990年に一転

して実現されることになる民主化の直前の時点で，コートジボワールにおい

て民族が重要な社会的現実の一部をなしていることを表現した貴重な証言で

あることは間違いない。

　次に，コートジボワール社会の多元性を考える際のもうひとつ重要な要素

である移民について見ていきたい。

　コートジボワールへの大規模な移民は植民地時代に始まり，独立から 5年

後の1965年にはすでに総人口400万人の17.5％に相当する70万人の外国人が

在住していた。移民流入は順調な経済成長にともなう労働需要を背景とし，

独立後の新政府による積極的な移民受入れ政策によってさらに促進された。

コートジボワールの外国人人口は，1975年に約170万人（総人口754万人の22.5

％），1983年には250万人（総人口930万人の26.9％）と着実に増加した。大半

を占めたのは近隣のフランス語圏諸国の出身者であり，とりわけブルキナフ

ァソ⒂人が77万4000人（外国人人口の約46％），マリ人が35万3000人（同21％），

ギニア人が 9万9000人（同 6 ％）と数が多かった（1975年。原口［1992: 125- 

129］）。
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　もっとも重要な移民受入れ政策は，国家の上級所有権を前提としながらも，

未開墾地を開拓した者は国籍を問わず土地の所有権を得られるとする制度で

ある。これにより同国の主力産品であるコーヒー，ココアの生産地域に流入

した外国人が，「一定期間，既存のプランテーションで賃金労働者として雇

用されたのち，一定の原生林を雇用主から分与され，そこに自らもコーヒ

ー・ココア畑を造成し，その所有者として自立する道が開かれ」た（原口

［1992: 128］）。事実，周辺諸国からの移民のほぼ半数は農村部に居住し，と

りわけブルキナファソ人は農村部居住者の比率が 3分の 2にも達していた

（1975年）。移民受入れ政策はコートジボワールが世界最大のココア生産国へ

と成長を遂げていく大きな原動力だったのである⒃。また，アフリカ系外国

人は都市のフォーマル部門の労働市場においても1970年代前半頃まで雇用の

3割近くを占めていた（原口［1992: 130］）。外国人が国民経済の発展にとっ

て重要な役割を果たしていたことは明瞭であった。

　しかしながら，アフリカ系外国人が置かれた社会的地位はアンビヴァレン

トなものであった。一方では，政府が外国人に対して寛容であることを示す

政策は数多く見られる。前述の土地政策のほか，開かれた国であることを強

調するイデオロギー⒄，在住外国人に対する国政選挙での参政権付与⒅，外

国人の国籍取得が比較的容易な国籍法⒆などである。また，成立こそしなか

ったものの，1966年にウフエは，在住外国人に対して出身国の国籍を保持し

たままコートジボワール国籍の取得を認める法案を議会に提出している（原

口［1992: 135-136］）。この二重国籍法案はコートジボワールに多数の移民を

送り出している近隣諸国との経済関係の強化を目的としたものであるが（Mé-

dard［1982: 84］），外国人に対するウフエのリベラルな姿勢を物語る例でもあ

る⒇。

　他方，全体として見た場合，アフリカ系外国人はコートジボワールにおい

て「もっとも搾取されているだけでなく，不平等，悲惨，不正，差別の最初

の犠牲者」であったと指摘されている（Médard［1982: 84］）。農村部において

土地資源の希少化が進行し，都市部においても1970年代以降フォーマル部門
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労働市場で自国民を優先する政策―イボワール化（ivoirisation）政策―

が本格的に実施されたことで，アフリカ系外国人は労働市場の下層へと追い

やられる傾向が進展したためである。また，植民地期後期以来，コートジボ

ワール国民の間で職域確保の要求を背景とした排外主義の動きが間欠的に高

揚し，アフリカ系外国人は暴力や追放の標的となってきた歴史がある。

第 3節　多元性のなかの政党間対立と個別同定の問題

　このように，コートジボワールの民族問題は，歴史的に形成された社会の

多元性を背景として，地域の 3分割と相関した民族間対立と，国民からアフ

リカ系外国人に対して向けられる差別という， 2つの主要な軸から構成され

てきた。本節では，1990年代半ば以降，政党間対立が，この 2つの軸を政治

化しつつ，とりわけ個別同定制度に深くかかわる利害の非対称性を梃子とし

て激化していった経緯を確認する。これにより2002年に勃発した紛争の和平

プロセスでも政党間対立の解決が目標として位置づけられ，その実現のため

に個別同定にかかわる諸制度の改革がもっとも重要な課題として浮上したこ

とを示したい。

1．「イボワール人性」問題の浮上

　1990年代半ば以降の政党間対立を理解する鍵は「イボワール人性」（l’ivo-

irité）である。「イボワール人性」とは，ウフエの後継大統領となったベデ

ィエが，就任から 1年後の1994年12月に，次期選挙に備えて宣伝を始めたイ

デオロギーのキーワードである21。一口で言えばこのイデオロギーは，代々

コートジボワールの土地に住んできた「生粋のイボワール人」（ivoirien de 

souche）が国家運営の中核を担うべきだとする主張である。

　この場合，「生粋のイボワール人」とは，一般的に共有されている民族分
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布理解（第 2節参照）に照らして，その分布域が今日のコートジボワールの

領土に収まる南東部，南西部の民族を主に含意する。この含意によって排除

されるのは，近隣国にも広がる分布域をとる北部の諸民族（とりわけマリン

ケ）と外国人の先祖を持つ国民（以下，外国系国民）である。端的に言えば，

このイデオロギーはコートジボワール国民を出自（民族と国籍取得の経緯）

によって二分し序列化する発想に基づいており，さらに外国系国民を劣位に

置く点で排外主義の性格も有する。

　このイデオロギーを正当化の論拠として，ベディエ政権は同時に，「生ま

れながらのイボワール人を両親に持つ，生まれながらのイボワール人」であ

ることを大統領選挙の被選挙資格とする選挙法改正を強行した。これは，本

来平等であるべき市民権（政治参加の権利）を国籍取得の経緯によって差別

的に扱うことを意味する。同様の規定をとる国は世界各地に見られるが，コ

ートジボワールにおいては外国系住民の国籍取得が容易な国籍法（ならびに

その精神）との兼ね合いで問題を孕む。加えて改正選挙法は，出生や国籍取

得に関する事実認定にかかわる公的な個別同定の問題を重要な焦点として浮

上させることになった。

　このベディエの行動を与件として，その後のコートジボワールで起こった

「イボワール人性」をめぐる問題は大きく 3つの側面を有する。第 1に， 3

大政党の一角を占める共和連合（Rassemblement des républicains: RDR）のリー

ダーである A・D・ワタラ（Alassane Dramane Ouattara）が選挙から排除され

続けたことである。ワタラはウフエ政権末期の1990～1993年に首相を務めた

有力政治家で，自らの民族であるマリンケを中心に北部で強い支持基盤を有

していた22。ワタラは，父がかつてブルキナファソ領内で首長をしていたこ

ともあるほか，本人もブルキナファソ政府の給費留学生だった経歴があっ

た23。こういった経歴に着目して「ワタラは“生粋のイボワール人”ではな

い」と誹謗し，かつ法改正によって被選挙資格を剥奪しようとしたのが「イ

ボワール人性」キャンペーンのそもそもの狙いであった。さらに深刻なこと

に，ワタラ排除策は，発案者のベディエの失脚（1999年12月）後も，軍事政
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権（1999年12月～2000年10月），バボ政権（2000年10月発足）によって「継承」

された。ワタラ側は一貫して自らが被選挙資格を有することを主張し，証明

書類を提示したが，いずれも「偽造の疑いあり」ないし「疑わしきところあ

り」という理由で受理されなかった24。

　第 2の側面は，当局による一般市民への組織的な民族差別である。端的に

は，1990年代の後半に軍・憲兵隊・警察が路上検問においてワタラの支持基

盤である北部人とおぼしき名前を持つ人々の国民証を一方的に破り捨てる事

件が多発した。その背景には，当時問題になっていた大量の偽造国民証の流

通と，この問題をワタラ側が仕組んだ不正工作ととらえる当時のベディエ政

権の姿勢があった。この事件は，正しい手続きによって国民証の発行を受け

た北部系の人々を「国民になりすました外国人」と差別的にレッテルづけし，

正当な捜査抜きに個人の所持品（国民証）を損壊する犯罪行為にほかならな

い。またこの問題は，コートジボワールにおける個別同定書類の信頼性が偏

見と差別によって完全に崩壊していたことを示している25。

　第 3の側面は，民族差別にもとづく暴力の拡散である。1999年頃から，マ

リンケや外国人を標的とした襲撃事件の多発が報告されるようになった。こ

の時期に生じたもっとも衝撃的な事件は1999年11月に南西部の都市タブー

（Tabou）で発生したもので，ブルキナファソ人の入植村が近隣に住むイボワ

ール人の襲撃を受け数十人の村民が殺害された。この時期に生じた暴力事件

は，国民間の主要な亀裂のひとつである北部人に対する差別と外国人に対す

る差別が一体化した差別感情が醸成されていることを端的に示している。

　このように1990年代半ば以降のコートジボワールにおいては，政界でのワ

タラ排除の動きと密接な関係を持って深刻な民族差別が国家的にも社会的に

も遂行されるに至ったことが浮かび上がる。そして，この民族差別は，出生

届や国民証などの個別同定にかかわる制度の運用と深く関係して展開された

点が重要な特徴である。

　激しい政党間対立と混乱を経て権力の座についたバボ政権のもとで国民和

解政策が推進され，ワタラの被選挙権と個別同定制度に関する諸問題の解決
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が必要であるとの政治的コンセンサスが2001年末から2002年初頭にかけて成

立した。次期2005年選挙までの期間に政党間の折衝によってさらに議論が進

められるはずであったが，そこで突発的に発生したのが2002年 9月の武装蜂

起であった。

2．和平プロセスの課題としての「イボワール人性」の清算

　コートジボワールの和平プロセスにおいて選挙の実施が中心的な争点とな

っていく過程を理解するうえでは，コートジボワール紛争に特有の「分かり

にくさ」を押さえておく必要がある。その分かりにくさとは，紛争解決で中

心的な問題となるはずの反乱軍と政府の間の和解よりも，既存の政党間の和

解こそが和平プロセスの最大の焦点となったことである26。和平合意の成立

に至る過程を整理しながらこの点をまず確認したい。

　反乱軍は2002年 9月19日未明に経済首都アビジャン，中部に位置する第 2

の都市ブアケ（Bouaké），北部の中心都市コロゴ（Korhogo）で同時に蜂起し

た。車載機銃や迫撃砲などの火器を装備していたこと，大統領の外遊中に挙

兵したこと，内相，国防相，参謀総長らの要人邸を襲撃したことなど，高い

計画性を示す特徴を持つ。反乱軍は，軍事政権（1999年12月～2000年10月）の

崩壊とともに国外逃亡していたエリート兵たちを中核幹部として，一部の国

軍兵士27，外国人傭兵，民兵28が加わった雑多な兵力の寄せ集めであり，蜂

起当初の軍勢は1000人程度である。反乱軍はアビジャンの制圧（つまりは政

権奪取）には失敗したが，ブアケとコロゴの占領には成功した。この 2都市

を進発地として，数人の幹部司令官がそれぞれ少数の手勢を率いて政府側治

安部隊を順次制圧し，短期間のうちに北部の実効支配が確立された。

　高い軍事的能力を持つ一方で，反乱軍は独自の政治組織としての性格が当

初から希薄であった。蜂起当日に反乱側は最初の声明で「契約期限切れを目

前とした志願兵の契約延長」を要求した。志願兵が反乱軍に参加していたこ

とは確かだったが，待遇に関する示威行動にしては大規模であるうえ，そも
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そも志願兵は中核幹部には入っていなかった29。蜂起から10日後になって

「コートジボワール愛国運動」（Mouvement partiotique de Côte d’Ivoire: MPCI）

という組織名が名乗られるが，その時の要求も「大統領の退陣と民主主義の

促進」ということのみで具体性を欠いていた。蜂起から 3週間後にようやく

MPCIの「幹事長」（secrétaire général）を名乗る G・ソロ（Guillaume Soro）が

公の場に姿を現したが，ソロもまた具体的な要求をとくに示さないまま間も

なく休戦協定に署名した。その後の和平プロセスでMPCIは，のちに蜂起し

た 2つの遊撃隊と連合して「新勢力」（Forces Nouvelles: FN）という組織を発

足させ， 2大野党である PDCIと RDRと共闘関係を結ぶが，和平交渉にお

いて独自の政治勢力として主張を展開することはなかった。すなわち反乱軍

ならびに FNは政治的交渉は野党に委ね，自らはバイ・プレイヤーの位置に

とどまったのである。

　反乱軍のこのような行動は蜂起のそもそもの意図を曖昧にする不可解なも

のだが，この点に関する詳細は明らかにされていない30。ただ，反乱軍の意

図がいかなるものであろうとも，ここでの議論では，反乱軍がバイ･プレイ

ヤーにとどまったことで和平交渉が実質的に主要政党間の合意形成をめぐる

プロセスに転化したことが重要である。かくして，最初の包括的和平合意で

あるマルクーシ合意（Accords de Linas-Marcoussis）は，政府と反乱軍の二者間

合意ではなく，反乱軍 3派のほか，国民議会に議席を有する 7政党も加わっ

た10者間の合意として2003年 1月に成立した。そしてこの合意にもとづいて，

挙国一致内閣が和平実現に向けた取組みを担うことが定められ，実質的には，

L・バボ（Laurent Gbagbo）大統領率いる与党のイボワール人民戦線（Front 

populaire ivoirien: FPI）と前掲の 2大野党である PDCIと RDRの 3党が中心的

な役割を果たすことになった31。

　コートジボワール紛争の和平プロセスは，このように，軍事的当事者では

なく政治勢力間の交渉として展開されることとなったのだが，それは紛争の

背景に関する共有認識とも関係がある。マルクーシ合意では挙国一致内閣が

取り組むべき課題が明記されているが，そこで筆頭に挙げられた課題は，①
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国籍，アイデンティティ，外国人の状況，②選挙制度，③共和国大統領の被

選挙権だったのである32。それは，この紛争の背景に，民族問題の政治化と

個別同定制度にかかわるかたちで展開されてきた1990年代半ば以降の政党間

対立があるとの認識を明示している。マルクーシ合意はこの点を確実にとら

えたうえで，改善に向けた主たる当事者である政治家たちに履行する責任を

迫ったのだった。

　マルクーシ合意の上述①の条項では，「個別同定手続きの不確かさと遅れ，

ならびに治安検問で発生している逸脱」が問題として明記され，さらに「も

っぱら外国人が被害者となった，人間の権利と尊厳に反する行政と治安諸部

隊によるハラスメントが個別同定に関する諸措置の隘路から生じた」と断言

している（付属議定書第Ⅰ章の 2ならびに 3）。さらに②の条項は，「本人確認

と有権者ファイルの作成における不偏不党性の保障」を挙国一致内閣に義務

づけた（同第Ⅱ章の 1）。また③の条項では，両親ともに生まれながらのイボ

ワール人であることを求める大統領の被選挙資格を，「両親のいずれかが生

まれながらのイボワール人」に緩和する方針が示された（同第Ⅲ章の 1）。こ

のようにコートジボワール紛争の和平プロセスは「イボワール人性」をめぐ

る問題の清算を主要課題として取り組まれることになったのである。

第 4節　技術的不備と政党間対立―有権者登録の難航―

　次に本節では，「イボワール人性」問題の清算のための具体的な作業であ

り，かつ紛争からの脱却にとっても不可欠となる有権者登録の具体的な進展

状況を検討する。この遅々たるプロセスが，個別同定にかかわる深刻な技術

的不備と，その解決策をめぐって繰り返し展開された政党間対立の産物であ

ることを示すのが本節の目的である。

　コートジボワールの有権者登録制度については第 1節で紹介したが，平時

ですらかなり大がかりなこの作業は，内戦期に付け加わった新しい要因によ
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って，さらに困難なものとなっていた。まず，偽造国民証問題への対応策と

して実施中だった新国民証への切替え作業が中断され，300万人あまりが未

交付者のままとなった33。いくつかの地域では戦火によって有権者登録にか

かわる各種申請の基礎となる民籍登記簿が毀損・消失した。また，反乱軍の

支配下に入った中部・北部・西部地域（通称，CNO地域）では登録事務を担

当する行政サービスが停止していた34。

　選挙を実施するうえではこれらの問題をどう処理するかが大きな焦点とな

った。野党と反乱軍は国民の個別同定作業と国民証の交付の問題を解決して

から有権者登録を行うべきだとのスタンスをとった。他方，バボ大統領側は

個別同定の問題は長期的取組みを要するため先送りにし，前回選挙での有権

者名簿に新たに有権者年齢に達した者（すなわちすでに国民証を持っている者

のみ）の追加だけを行い，速やかに選挙を実施するべきだというスタンスを

とった35。和平合意の精神に忠実なのは野党・反乱軍側の主張のほうであり，

国連，アフリカ連合（AU），西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）などの

外部の仲介者も支持していた。ただ，挙国一致内閣の機能不全に加え，ワタ

ラの立候補資格に関する政治的合意の成立（前記③の履行）までにも時間を

要したため，当初選挙が予定された2005年10月になっても有権者登録をめぐ

る具体的な取組みはなされないままだった36。

　有権者登録の問題は2005年12月に挙国一致内閣首相に就任した C・コナ

ン・バニ（Charles Konan Banny。以下，バニ）のイニシアチブのもとで具体的

に進展しはじめた。与野党の主導権争いで長らく機能を停止していた独立選

挙管理委員会（Commission électorale indépendante: CEI）の再建（2006年 2月）

と出張法廷（audiences foraines）方式の採用がバニの成果である。出張法廷と

は，判事を地方に派遣し，民籍登記簿が消失した者を対象に，村人からの聴

聞によって該当者の出生の事実を認定し，出生証明書の代替文書―「出生

証明充当判決書」（jugements supplétifs d’actes de naissance）―を交付するも

のである37。2006年 5月には反乱軍支配地，緩衝地帯，政府軍支配地でパイ

ロット・フェーズが実施され，3907人が出生証明充当判決書の交付を受け，
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判決書にもとづき3137人に国民証が交付された。

　しかし，個別同定問題の先送りを支持していたバボ大統領側は，本来適格

でない者が詐称によって出生証明書を「復元」し国民証を入手しかねないと

して，出張法廷に強く反対していた。そして，2006年 7月に始まった出張法

廷の第 1次キャンペーンではバボ大統領支持者による妨害行為が相次ぎ，野

党支持者との衝突で死者も発生した。端的に言ってバボ大統領側は出張法廷

を外国人が国民に「なりすます」ことが可能な制度だと見なし，それは彼ら

の論理ではワタラの支持者の「水増し」につながるものと考えられたのであ

る。有権者の母数拡大を望まない点でバボ大統領側のスタンスは1995年の事

件に見られた当時の与党の姿勢と共通しているが，反対する論理には「イボ

ワール人性」の思想の強い影響が見られる。個別同定にかかわる利害に絡ん

で民族差別の主張がなされ，暴力も行使された点で，コートジボワールが直

面する問題がここに集約されている。

　妨害行為の頻発に鑑みて翌 8月にバニは出張法廷で交付するのは出生証明

充当判決書のみとし，国民証の交付は取りやめることを決定した。有権者登

録に国民証が必要である以上，バニの譲歩は有権者登録作業のさらなる延期

を意味した。手詰まりに陥ったバニは目標としていた2006年10月に選挙を実

施できず求心力を喪失した38。

　転機となったのは，2007年 3月に成立したワガドゥグ政治合意（Accord 

politique de Ouagadougou，以下ワガドゥグ合意）である。ワガドゥグ合意は，

マルクーシ・プロセスの問題点を踏まえ，国土再統一，行政要員の再配置，

武装解除・動員解除・再統合（DDR），選挙の実施を主要 4課題として整理

し，それぞれについて具体的な解決策とスケジュールを明記した。選挙の実

施に関するもっとも重要な変更点は，国民証を有権者登録の必要書類とせず，

出生証明書（もしくは出生証明充当判決書）のみで有権者登録が可能になった

点である。すなわち「出生証明書（＋国籍証明書）→国民証→有権者登録→

有権者証」という本来の手続きの代わりに「出生証明書（もしくは出生証明

充当判決書）→有権者登録→国民証・有権者証」とする手順となった。出生
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証明書充当判決書の信頼性に懐疑的だったバボ大統領側が大きく譲歩したか

たちであるが，個別同定制度に関する態度の変更というよりは政治的主導権

を回復したことによる姿勢の軟化の産物である39。

　これを受け，出張法廷は2007年 9月から再開された。大統領側からの目立

った妨害は受けず，2008年 9月までの作業によって約75万件の出生証明充当

判決書が交付された。これを受けて2008年 9月から有権者登録が始まり，何

度かの中断（またその間の2008年11月の選挙の見送り）を経て，2009年 6月末

までに推計有権者数の72％に相当する約636万人の登録が完了した40。有権

者登録の終了以後は，① CEIによる登録データの検証と暫定有権者名簿の

作成，②暫定有権者名簿の公開（確認と異議申立ての受付），③確定有権者名

簿の作成，④③の登録データにもとづく有権者証・国民証の作製，④有権者

証・国民証の交付，⑤投票の実施という手順で作業が進められ，2009年11月

に選挙を実施する計画が固まった。

　しかし，①の段階において深刻な問題が発覚した。投票日を 2カ月後に控

えた2009年10月 1日になって，CEIは，有権者登録された638万4816人のう

ち275万2181人については，政府が保有しているほかの公的なデータベース

のなかに対応する登録記録が一切なかったと発表した。CEIは地方事務所で

の暫定有権者名簿の縦覧とウェブサイトでの照合サービスの提供によって，

登録済み有権者に本人確認を呼びかける一方（②に該当），照合項目を増や

してデータの再検証を行った（①のやり直し）。この作業により新たに170万

人以上の身元確認ができたものの，103万3985人についてはやはり同様の結

果が出た。登録有権者の16.2％，実に 6人に 1人の身元に疑義が残る状態で

選挙を強行しても選挙結果の正当性が確保されないことは確実であった。

　選挙延期後，2009年12月 3日に開催されたワガドゥグ合意常設調整機構

（Cadre permanent de concertation: CPC）の会合で，バボ大統領，ソロ首相，ベ

ディエ PDCI党首，ワタラ RDR党首は一致して選挙の早期実施の意思を再

確認し，①2009年12月中に有権者登録にかかわるすべての問題を解決，②

2010年 1月に確定有権者リストを公開し，有権者証と国民証を作製，③2010
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年 2月に有権者証・国民証を交付し，選挙戦を実施，④2010年 2月末から

2010年 3月はじめに大統領選挙の第 1回投票を実施，という日程を定めた。

これに則り CEIは再度「記録なし」者の身元確認作業を実施した。

　しかし，2010年 1月に，「記録なし」者42万人分のデータが CEIの地方事

務所にわたり確定リストに直接登録されていた（つまり二重登録されていた）

ことが発覚し，問題はさらに紛糾した41。大統領側は，有権者の「なりすま

し」と「水増し」に対する従来からの疑念を再燃させ，CEI幹部に対する捜

査を検察庁に指示し，さらなる身元確認作業の徹底を CEIに求めた。圧力

に屈した CEIが2010年 2月はじめに10日間の身元確認作業を開始すると，

大統領側はこの機に乗じ，「外国人とおぼしき者」（présumés étrangers）を有

権者名簿から削除するよう，身元確認作業にあたる地方の裁判所に指示を出

した。マルクーシ合意で問題視された「路上検問」とまったく同じこの行動

に，今度は野党側が態度を硬化させ，いくつかの内陸の都市で身元確認作業

に反対する抗議行動が起こった42。政治情勢の緊張を受け，政府は 2月10日

に身元確認作業の中断を宣言し，その 2日後の 2月12日には大統領が内閣総

辞職と CEIの解散を宣言した。かくして，長らく待たれた選挙はまたして

も延期されることとなったのである43。

第 5節　人口の管理と国家，国民，民主主義

　1990年代半ばに始まり，和平プロセスの目標ともなった「イボワール人

性」をめぐる政党間対立が，コートジボワールにおける民族問題を背景とし，

個別同定にかかわる諸制度を「活用」するかたちで展開されてきたことを，

以上の記述では確認してきた。ならびに，この問題を解決するための具体的

方策として和平プロセスで取り組まれた有権者登録の展開も確認した。本節

では，ここまでの事例検討によって，人口の管理という本論の分析上の着眼

点に照らして浮上した知見を整理することにしたい。
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　第 1に，選挙の実施を支える人口の管理技術をめぐる問題である。一般的

な観点から言えば，有権者登録，投票の実施，開票という一連のプロセスは，

一人一票の原則に由来する有権者の個別同定性の確認（いわば nominativeな

作業）と，数百万件にのぼるデータ（有権者数と票数）を正確かつ迅速に集

計する作業（いわば enumerativeな作業）に支えられている。個別同定という

ミクロな作業と大量のデータ集計というマクロな作業の両輪がともに信頼の

置けるものであってはじめて選挙は選挙としての正当性を獲得できる。

　加えて，選挙を支える両輪のひとつである個別同定は単独で成り立つもの

ではなく，必ずしも選挙を直接の目的としない，その他の個別同定の制度に

大きく依存している。先行研究に言う「行政上の国民」の成立が不可欠なの

である。このことは，コートジボワールの選挙プロセスを頓挫させた「記録

なし」者の問題が，有権者登録そのものではなく登録された者について有権

者登録以外の記録を確認できないことにあったことに明確に示されている。

コートジボワールにおける有権者登録の難航は，その核心において近代国家

を支える人口の管理政策をめぐる問題の帰結なのである。

　第 2に，人口の管理政策と政治的対立の相互的な関係である。コートジボ

ワールの事例から浮かび上がる関係性は 2つある。まず，有権者の動員（en-

rolment）をめぐって浮上する与野党の利害の非対称性の問題があった。政府

を支配する現職―具体的には，1995年選挙でのベディエ政権と和平プロセ

ス期のバボ大統領―は，いずれも有権者の幅広い動員に対して消極的な姿

勢を示し，野党側は幅広い動員を志向した。このような姿勢の分岐は動員に

かかわる制度設計をめぐる政治的な争点を構成するだけでなく，動員状況に

民族・地域・階級といった亀裂と相関した偏りがある場合には，政治対立は

より深刻なものとなる。

　関係性のもうひとつは人口の管理政策と排除の問題である。近代国家とし

てのより効率的な運営が追求される場合，一般論としては政府はできるだけ

多くの国民（さらには住民）をもれなく把握・管理する志向性を持つと考え

られる。たとえば，内戦勃発にともなって中断されたバボ政権による国民証
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の切替え作業については，「ウェーバー的な合法・官僚規範をモデルとした

行政の確立による，新国家，新ネーションの建設」という志向性に則った

「注意深い計数」（careful enumeration）の試みであったとの指摘がある（Bané-

gas［2006: 543］）。しかしその一方で，バボ大統領が国民を広く包含するよう

な計数をはたして意図していたかどうかは和平プロセス期の行動を見る限り

疑問である。個別同定の対象者を増やし，より多くの情報を集めることは排

除のための基準を政権がより多く獲得するという側面もあるからである44。

この点を考慮すると，国家との関係においては把握・管理されないほうが市

民的自由に照らして好ましいという側面がある。

　したがって，放漫な管理政策は政治的権利を蝕むが，厳格な管理政策は市

民的自由を蝕みかねない。この両面の問題性をめぐって人口の管理政策は政

治的対立と結びつくことになると言えるだろう。

　以上の 2点の検討を総合して，先行研究に対して知見を付け加えるならば，

まずひとつには，人口の管理技術が近代国家としての主に行政面にかかわる

インフラであるだけでなく，同時に民主主義の機能を支える条件でもあるこ

とが重要だろう。「関連書類一式」は，行政活動の対象として個別同定され

た「行政上の国民」にのみかかわるのではなく，民主主義国家における「主

権者としての国民」の存立にもかかわっているという点である。すなわち，

国民の数を数えられない国家は，ないしは，国民の計数が政治問題化される

ような国家は，民主主義の運営において多大な試練に直面し，民主主義の制

度に対する信頼性も空洞化しかねないと言える。

　もうひとつの知見は，人口の管理政策の具体的な運営にあたっては政治的

な合意にもとづく信頼性の確立が不可欠だというものである。出張法廷に対

して当初激しく反対していたバボ大統領が，ワガドゥグ合意の成立以降は強

く問題視する姿勢を取らなかったことが，この指摘との兼合いで重要である。

技術的な問題性が内在しているからといって，人口の管理政策が常に政治問

題化するわけではない。政策の問題性を認識している政治主体が，当の政策

に対して場合によっては寛容ないし放任の姿勢を示すことは，個々の政治家



第 6章　人口の管理という国家形成の課題　235

や政治勢力が置かれた状況と戦略のセットのあり方こそが問題が政治的課題

として浮上するか否かの鍵を握っていることを示している。

結論

　以上，本章では，紛争を固有の歴史的局面としてとらえる中長期的な視軸

に立ち，コートジボワールの和平プロセスが国家形成上の重要課題である人

口の管理をめぐる問題状況として現れていることを解明してきた。またこの

作業を通して，人口の管理という着眼点に関しては，先行研究で強調されて

きた近代国家の統治技術の歴史的形成過程という研究課題だけでなく，政治

制度（とりわけ民主主義）との関係性，ならびに，さまざまな選好を持って

相互作用を行う政治主体の賦存状況との関係性が，人口の管理の問題が政治

的課題として浮上する際に重要な要因であることが明らかになった。

　本章での考察を踏まえ，紛争と国家形成の関係を整理しておきたい。紛争

と国家形成は，民主主義をうまく機能させるという実践的な要請を背景とし

てより深く結びつかざるをえなくなっている。近年の紛争解決に向けた取組

みにおいてリベラル民主主義の実現は所与の出口戦略として設定されている

（Paris［2004］）。本章では，先行研究で明示されていなかった人口の管理に

作用する要素として政治制度上の要請があることを指摘した。これは，民主

主義という制度を選択する場合には「一人一票」の原則の保障が不可欠であ

り，人口の管理はそれを実現できるものにならねばならないことを意味する。

これは平時における継続的な個別確認と集計把握を要請するが，そもそも政

治制度に対する信頼性が著しく損なわれた紛争期には，これらの作業はより

厳密かつ正確なものであることが要請されるのである。これは紛争がより高

水準の国家形成を要請することを示している。言い換えれば，紛争と並行し

て進む和平プロセスのダイナミズムは，国家形成の所与条件と，設定された

「出口」が要請する実現されるべき条件との懸隔の程度と質によって大きく
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規定されるのである。

　この認識を踏まえれば，紛争解決という実践的な課題に対する本章の含意

は次のようなものとなろう。和平プロセスで必要とされる諸改革が容易なも

のであることはまれである。また，いったん和平合意に則って着手された以

上，資金提供者である国際的仲介者による継続的な監視があるため放棄する

ことは基本的に許されない。かくして紛争国は改革が実現されるまで終わら

ない「国家形成の時代」を生きることを要請される。今日の紛争は，紛争状

態の勃発と同時に国家の改革に向けた不可逆的な道のりを歩むしかない状況

であると言えるかもしれない。仮にこの過程で，紛争以前に存在した諸問題

の解決が図られていくのであれば，皮肉にも紛争には一定の正機能があると

いう表現は可能かもしれない。

　しかし，そこで上程された改革の課題は多岐にわたる全面的なものであり，

はたして紛争からの脱却という困難な時代に行うべきものなのかという疑問

は残る。コートジボワールの事例で言えば，有権者登録のあり方をめぐる大

統領側と野党・反乱軍側の論争について提起されうる疑問である。紛争の早

期解決を優先するならば，大統領側が主張したような「イボワール人性」問

題の清算という課題を棚上げにして，かなり妥協的な意味での「紛争解決」

を目指す選択肢はありえた。現実にはそうしなかったからこそ，長く引き延

ばされた和平プロセスをコートジボワールは生きることを余儀なくされた。

そのこと自体は必ずしもプラスとは言えないことであり，必ずしも適切でな

いタイミングで国家形成の課題を追究することには負の効果があることは間

違いない。紛争解決に必要な課題が国家形成に根ざしたものである場合，望

ましい和平プランであっても，それが多大な試練をもたらしかねないことに

ついては十分な認識が必要だろう。

〔注〕
⑴　2010年10月の大統領選挙第 1回投票ののち，2010年11月に実施された決選
投票の結果受入れをめぐる対立とその後の展開は，2002年以降の紛争の和平
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プロセスの延長線上にあるものの，やや異なる性格を持つものでもあり，本
章では考察の対象としない。なお，本章での考察は，2010年11月以降の対立
がたどった経緯の如何を問わず有効なものと筆者は考えている。

⑵　途上国研究の分野における数少ない適用例として，人口調査（センサス）
における分類カテゴリーと「想像の共同体」の関係に関するアンダーソンの
研究が挙げられる（Anderson［2006］）。アンダーソンは1991年刊行の第 2版
以降でこの問題を取り上げている。近代国民国家において国民や民族といっ
たカテゴリーが形成される際に「想像」という契機が介在することを強調し
たアンダーソンの研究は，折しも1980年代頃から広く共有されるようになっ
た社会的構築物としての民族性という認識（構築論）とも調和し，近代以降
の社会における国民と民族を見る際の基本的視点のひとつとなっている。た
だ，「想像」や「構築」が現実に起こる際に決定的な媒体としての役割を果た
す行政文書そのものに関する実証的な研究は今後の進展が大いに待たれる状
況である。

⑶　引用文中にある引用はフーコーの『監獄の誕生』からのものである。
⑷　「関連書類一式」は耳慣れない表現であるが，ここではファイリングされた
ひとまとまりの書類を指すフランス語の dossierの訳語として用いている。
⑸　国民証は1962年制定の根拠法によって「本証の提示によってのみ（･･･）行
政当局と警察に対して本人であること（identité）を正当化できる」と規定さ
れており，国民が国家との関係において自らを個別同定する（される）際に
もっとも基本となる文書である。国籍取得に関する法律上の規定については
注19を参照。

⑹　これ以前の選挙で，どのような有権者登録制度が実施されていたのかは，
先行研究でも記述がなく，実態は不明である。ただ，外国人参政権が認めら
れていた（注18参照）ことから登録に必要な書類は現行より少なかったと考
えられる。

⑺　ウフエの死後，憲法規定に則り国民議会議長から大統領に昇格（任期はウ
フエがやり残した1995年10月まで）したベディエは，はじめて臨むこととな
る選挙での勝利を確実にすべく野党の反対を押し切って新選挙法を改正した。
野党側が問題にした内容については第 3節で改めて述べる。

⑻　Marchés tropicaux et méditerranéens, 22 septembre 1995, p. 1996。
⑼　Décret no 95-720 du 20 septembre 1995 déterminant les conditions d’inscription 

sur la liste électorale par voie d’ordonnance.

⑽　原口の整理によれば，植民地期の調査では60，独立後の調査で63の民族名
が数え上げられている（原口［1996: 19-27］）。
⑾　この年に実施された植民地議会選挙で PDCIは全議席を獲得した。
⑿　Les Nouvelles Editions Africaines［1975: 129］より筆者訳出。
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⒀　この代表的な例が北部での大規模砂糖プランテーション事業である。
⒁　原口［1996: 122］より引用。一部表現を改変。
⒂　1960年に独立したオートヴォルタは1984年に国名をブルキナファソに変更
した。本章では煩雑さを避けるためブルキナファソに記述を統一する。

⒃　コートジボワールは1970年代半ばに隣国のガーナを抜いて世界最大のココ
ア生産国となり，現在までその座を他国に譲っていない。2000年代に入って
も世界生産量の 4割がコートジボワールで生産されている。
⒄　たとえば，アカン語で来訪者に対する歓迎の挨拶である「アクワバ」（Ak-

waba）は，外来者に対する「歓待」と「ホスピタリティ」の精神を表すもの
として，「アクワバの国」（le pays d’Akwaba）といった表現で公式の自己イメ
ージで盛んに用いられている。
⒅　1960年の最初の選挙以来，在住外国人に国政選挙での投票権が認められて
きた。これは，国籍法が整備されないまま独立を迎えたという事情を背景に，
独立後最初の選挙で認められた外国人投票権がその後も慣例的に継続された
ものである。この慣行は1990年の民主化後最初の選挙まで続けられた。
⒆　現行のコートジボワールの国籍法は1961年12月14日制定の第61-415法（1972
年12月21日制定の第72-852法にて一部修正）である。両親の一方がコートジ
ボワール国籍保有者であれば，出生地を問わず，婚外子でも出生時に国籍が
付与される。コートジボワール国籍保有者と結婚した外国人女性は結婚と同
時に国籍を付与される。コートジボワールに恒常的な住所を有する者は在住
5年以上で帰化申請が認められる。帰化申請に際しての在住期間の条件は，
コートジボワール国籍を持つ女性と結婚した外国人男性については 2年に短
縮され，また，親が新たにコートジボワール国籍を取得した場合，その未成
年の子どもは在住期間に関係なく帰化申請が認められる。

⒇　この法案は，とくに公務員や党ポストなどをめぐって外国人と競合するこ
とを恐れたコートジボワールのエリート層の強い反対を受け，結局取り下げ
られた（原口［1992: 135-136］）。

21　注 7でも言及したが，ウフエは1993年12月に現職のまま死亡し，憲法規定
に従って，当時国民議会議長であったベディエが，ウフエの残り任期（1995
年10月まで）を務める正大統領として就任した。すでにコートジボワールは
複数政党制に移行していたので，ベディエは就任の 1年10カ月後には野党候
補と選挙で争わねばならなかった。
22　ワタラは西アフリカ諸国中央銀行総裁を務めていた1990年に，ウフエによ
って構造調整プログラムの推進役として抜擢され，間もなく首相に就任して
晩年のウフエに代わって国家運営を取り仕切った（ベディエ政権成立にあわ
せて退任した）。

23　ワタラの当時の国籍上のステータスがどうなっていたのかは不明である。



第 6章　人口の管理という国家形成の課題　239

24　まずベディエ政権期には，立候補に必要な国民証の申請書類に含まれた出
生証明書抄本に偽造の嫌疑がかけられ，ワタラは亡命を余儀なくされた（1999
年 7月）。軍事政権が実施した民政移管選挙のためにワタラが提出した立候補
届は「提出書類に疑わしきところあり」との憲法裁判断により受理されなか
った（2000年 9月）。さらに，民政移管選挙で成立したバボ政権のもとで実施
された国民議会選挙でもワタラは再度立候補届を受理されなかった（2000年
12月）。

25　この点において，この問題はワタラの立候補申請がことごとく却下された
問題と同じ性質を有する。
26　この点は，コートジボワール「内戦」（civil war）ではなくコートジボワー
ル「紛争」（conflict）という記述概念を用いる本章の見地ともかかわる重要な
点である。反乱軍の蜂起後にコートジボワールが陥っている困難な状況は，
武力対立の当事者である政府と反乱軍の関係からだけでは理解できないとの
考えに立ち，ここではより幅広い側面を含めて「紛争」という用語を選択し
ている。

27　軍事政権期に正規の手続きを経ずにリクルートされた軍人と，軍事政権期
に除隊を拒んで軍にとどまった志願兵役軍人が反乱軍に参加した。

28　狩猟を生業とする北部地域の職能民「ドゾ」（dozo）と反乱軍支配地でリク
ルートされた民間人が参加したことが知られている。
29　コートジボワールでは1990年以降，待遇改善を求める兵士反乱が間欠的に
発生してきたが，武力行使は威嚇射撃程度にとどまり，いずれも数日で終息
している。

30　FNと野党の共闘は，野党側の計画による蜂起という疑惑を提起するものだ
が，詳細を検証する十分な材料はいまのところない。ただ，和平プロセスの
間，FNが野党を支援する直接の軍事行動を一切取らなかったことは，バイ･
プレイヤーというここでの評価に照らして注目されてよい。

31　挙国一致内閣はマルクーシ合意の署名全勢力が閣僚を出し，首相（正式名
称は「挙国一致首相」）には全勢力の合意のもとに中立の人物が就任する。挙
国一致首相は大統領から権限の委任を受け，和平プロセス期間中の執政権を
取り仕切ることが和平合意のデザインだったが，バボ大統領が権限委任を拒
んだことで，大統領と挙国一致首相の間に二重権力状態が生まれ，政府とし
ての意思決定は大きく阻害される結果となった。マルクーシ合意にはバボが
率いる FPIの代表者が署名しているが，バボ大統領自らは署名当事者ではな
いことが権限委任を拒んだ背景のひとつとしてある。

32　その他に明記された課題は，④土地制度，⑤メディア，⑥人間の権利と自
由，⑦再統合，武装解除，動員解除，⑧経済再建と社会の結合，の合計 8項
目である。合意の全訳と解説は佐藤［2007a］に掲載した。
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33　Economist Intelligence Unit, Country Report: Côte d’Ivoire, June 2006, p. 17.
34　このため CNO地域では，有権者登録に先立って治安回復と行政要員の再配
置が大きな課題として付け加わった。
35　政権と野党・反乱軍のこの対立は，もうひとつの重要課題である武装解除
とのスケジュール上の兼合い（政権はまず武装解除ありき，野党･反乱軍は武
装解除と個別同定の同時並行をそれぞれ希望）や，個別同定作業にあたる担
当部局をめぐる折衝（大統領側は自派が影響下にある国立統計研究所，野党・
反乱軍は野党の影響力が強い独立選挙管理委員会［後述］をそれぞれ推した）
とも絡んで，その後しばらくかけひきが展開された。

36　ワタラの被選挙資格の問題が政治的に決着したのは，予定された選挙まで
わずか半年前の2005年 4月末のことであった。

37　出生証明充当判決は，民籍登記簿の復元・後日申請策としてコートジボワ
ール民法において定められた方式である。出張法廷という措置の特例性は裁
判所の代わりに判事の出張で行う点にある。

38　2006年 9月に発生した廃液投棄事件（佐藤［2007b］参照）の行政責任をめ
ぐってバニ首相とバボ大統領が対立関係に陥ったことも背景にある。
39　政治的主導権が挙国一致首相にあるマルクーシ合意の枠組みへの反発が，
バボ大統領側の非妥協的姿勢の背景にあった（注31参照）。ワガドゥグ合意
は，バボ大統領，FNのソロ幹事長（本合意にもとづき首相に就任），仲介者
であるコンパオレ・プルキナファソ大統領の 3者合意であり，バボの政治的
主導権を再確認する性格を有する（佐藤［2010］）。
40　この有権者登録に関してはさまざまな不正事例が報告されたほか，地方に
よって登録率に大きな格差があることも問題として指摘されたが，政治的争
点とはならなかった。

41　CEI委員長は野党側の人物が務める。委員長は組織的不正を否定したもの
の，データ流出は事実であったことを認めている。

42　2010年2月4日付けの AFP, “Côte d’Ivoire: échauffourées autour de la liste élec-

torale à Divo (centre)”(http://news.abidjan.net/article/?n=355754)，Nord Sud, 

“Contentieux électoral : La Cei et le tribunal de Man à couteaux tirés”(http://

news.abidjan.net/article/?n=355737)で，ディヴォ（Divo）とマン（Man）での
事例が紹介されている（いずれも2009年 2月15日アクセス）。

43　状況の打開にはその後半年を要した。出生証明書以外の登録情報がない103
万人については，本人確認を実施し，確認が取れなかったほぼ半数の者を名
簿から削除することで与野党が合意に達し，2010年 9月に572万人からなる有
権者名簿が確定された。和平合意から 8年近くをかけ，実に 4億ドル以上の
費用を費やした「アフリカでもっともお金がかかった選挙」は，こうして
2010年10月に大統領選挙の第 1ラウンド，11月に決選投票が実施された。そ
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の後，決選投票に臨んだバボとワタラの両者がともに勝利宣言をする事態に
陥り，2011年 4月のバボの拘束で対立はさしあたり終息したものの，ワタラ
政権は安定化と和解に向けて引き続き大きな困難に直面している。選挙から
バボ拘束に至る経緯と分析は佐藤［2011］で行った。

44　この点は，いわゆる監視社会に関する議論でよく指摘される論点である。
国民総背番号制に対する日本での世論の否定的な姿勢は，この点を懸念する
好例であろう。
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